
関 東 都 市 学 会 会 則 

 

第１章 総 則 

第１条 本会は、関東都市学会と称し、日本都市学会関東支部を兼ねる。 

第２条 本会の事務所は、理事会で定めるところに置く。 

 

第２章 目的と事業 

第３条 本会は、都市に関する研究とその普及促進を目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１．都市の調査研究 

２．研究会、大会、見学会、および講座の開催 

３．都市研究に対する奨励ならびに援助 

４．機関紙その他刊行物の発行 

５．内外研究団体との連絡 

６．都市に関する資料の収集ならびに保管 

７．その他、理事会が適当と認めた事項 

第５条 前条の事業を担当するため、専門の委員会を置くことができる。 

 

第３章 会 員 

第６条 本会の会員は、個人会員と団体会員とする。 

２本会に名誉会員を置くことができる。 

第７条 個人会員は、都市に関する調査研究に従事し、またはこれに関心を有する個人をも

って構成し、会員１名の推薦により、理事会の承認を経て入会するものとする。 

第８条 団体会員は本会の目的に賛同し、本会のために特別の援助を与える者で、理事会の

推薦する団体とする。 

第９条 名誉会員は、本会にとくに功績のあったものの中から理事会が推薦をおこない、総

会にて承認する。 

第 10条 本会の会員は、日本都市学会の会員の資格を有する。ただし、本会だけに加入する

こともできる。 

第 11条 会員は研究会、大会ならびに機関紙においてその研究を発表し、その他本会の事業

に参加することができる。 

第 12条 会員は毎年度の始めに会費を納めなければならない。会費を滞納した場合は、理事

会において退会させることができる。 

２ 名誉会員の会費は免除する。 

 

 



第４章 役 員 

第 13条 本会に次の役員を置く。 

１．会長 副会長 各１名 

２．常任理事 ８名以内 

３．理 事 １０名以内 

４．参 与 若干名 

５．監 査 ２名 

６．幹 事 若干名 

役員の選出規定については、別に定める。 

第 14条 会長は総会の承認を受ける。会長は会務を総理し、会を代表するとともに、日本都

市学会関東支部長を兼ねる。 

第 15条 参与は理事会によって、総会において推挙し、重要な会務の相談にあずかる。 

第 16条 理事および常任理事は総会の承認を受ける。理事および常任理事は会長、副会長を

補佐し、会務の運営にあたる。 

 副会長は会長を補佐し、会長が不在の時は、会長の代行を行う。ただし、副会長は次期の

会長に選任されない。 

 理事会は次の担当理事を選任する。日本都市学会担当、事務局担当、研究担当、論集担当、

渉外担当、大会担当理事を選任する。大会担当理事は任期を１年とし、理事と大会受け入れ

組織の両方から選ばれる。研究担当理事は研究活動委員会を組織し、その委員長として責務

を負う。論集担当理事は編集委員会を組織し、その委員長として責務を負う。 

第 17条 監査は総会において選出する。監査は会計を監査する。 

第 18条 幹事は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。幹事は会の事務を処理する。 

第 19条 役員の任期は２年とし再任を妨げない。ただし、会長、副会長の任期は２期までと

する。 

 

第５章 会 議 

第 20条 会議は、総会および理事会とする。 

第 21条 総会は毎年１回、会長がこれを招集する。会長は必要な場合、臨時総会を招集する

ことができる。 

第 22条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。理事会は、会長が随時これを招

集する。 

第 23条 総会および理事会の決議は、出席者の過半数とする。 

 

第６章 会 計 

第 24条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。 

第 25条 個人会員の会費は年額８，０００円、団体会員の会費は年額１口１５，０００円と



する。 

 ただし、６５歳以上の個人会員は、本人の申請により、終身会費制度を利用することがで

きる。終身会費制度の運用については、理事会で別途定める。 

第 26条 予算および決算は事務局が作成し、理事会と監査の承認を経て、総会に提案し、承

認を得なければならない。 

第 27条 本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

附則 本会則は、昭和３９年５月１日より施行する。 

附則 本会則は、昭和４５年４月１日より施行する。 

附則 本会則は、昭和４６年４月１日より施行する。 

附則 本会則は、昭和６３年１１月１日より施行する。 

附則 本会則は、平成１１年６月１９日より施行する。 

附則 本会則は、平成１２年５月２０日より施行する。 

附則 本会則は、平成１９年５月２６日より施行する。 

附則 本会則は、平成２４年５月２６日より施行する。 

附則 本会則は、令和元年５月２６日より施行する。 

 

※ 関東都市学会役員の選出規定 

 

第１項 理事は総会において選出される。会員は投票により８名の理事を選出する。投票は

８名の連記とする。得票数の上位８名を当選者とする。同数の場合は若い年齢順とする。 

第２項 当選した８名の理事は常任理事として、当選後ただちに常任理事会を開催し、会長・

副会長と他の１０名以内の理事を選任する。理事会は会長・副会長と１８名以内の理事をも

って構成する。 

  



関東都市学会終身会費制度規程 

 

1. 関東都市学会会則第 25 条にもとづき、終身会費制度を設ける。終身会費制度に関する

事項は本規程によるものとする。 

2. 原則として、当該年度中に 65歳以上となり、前年度までの会費の未納が無く、通算 5年

以上の会員歴を有する会員は、本人の申請により、理事会承認にもとづき、終身会費制度を

利用することができる。 

3. 終身会費制度利用者は、下記の金額の終身会費を一括納入する。以後は会費の請求を受

けない。 

終身会費金額： 65歳になる年度に終身会費制度の利用を開始した会員は 60,000円、同 66

歳は 54,000円、同 67歳は 48,000円、同 68歳は 42,000円、同 69歳は 36,000円、同 70歳

は 30,000 円、同 71 歳は 24,000 円、同 72 歳は 18,000 円、同 73 歳は 12,000円、同 74 歳

は 6,000円を一括納入、同 75歳以上は無料 

4. 終身会費制度の利用は、次の手続きにより承認される。理事会は、本人から終身会費へ

の移行申請があった場合には速やかに審議を行い、資格要件が満たされていると判断した

場合には、終身会費制度の利用を認める。 

5. 終身会費制度は、利用申請があった年度の会費から適用されるものとする。 

 

附則 本規程は、令和元年 5 月 25 日より施行する。 


